
【ピロリ検査尿提出】

【一次検査】

【二次検査】

【除菌治療・判定検査】

①一次検査（ピロリ検査尿）
各学校の学校検尿日

（提出日は予備日を含め２日を予定） 無料
私立中学校等に在籍する方の提出先は保健
センターになります。

②二次検査（検便） 市内の実施医療機関で受診 無料
実施医療機関は、ピロリ検査尿で陽性と
なった方にお知らせします。

③除菌治療・判定検査

検査を受けない場合、手続きはありません。
送付した検査キット一式については学校で廃棄できませんので、
ご自宅で廃棄いただくか地域医療推進課まで持参いただければ、
こちらで処理します。
※鈴鹿市内で廃棄する場合は不燃ごみになります。

検査を受けますか

各中学校の学校検尿日に合わせて、ピロリ検査尿を決められた場所で
提出してください。
※同意書がない場合ピロリ検査尿の回収はできませんので
　必ず同意書とピロリ検査尿をセットで持参してください。

ピロリ検査尿を検査。
地域医療推進課から検査を受けた方へ
一次検査結果を通知します。

終了：ピロリ菌感染なし

一次検査結果の通知に同封されている、「受診票及び請求
書」を持って、二次検査実施医療機関で受診します。
※期間は令和９年３月３１日までです。

終了：ピロリ菌感染なし

医療機関 一部補助
対象の方へ、地域医療推進課から案内しま
す。

希望する場合は、除菌治療を受けます。
服薬後８週間以降に除菌判定検査を受けます。
※除菌治療・判定検査は一部補助があります。

流れ 実施場所 費用 注意事項等
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検査の流れ

はい

いいえ

お問い合わせは

必ず地域医療推進課へ！


